
8

中
学
１
・
２
年
生
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
子

ど
も
議
会
を
開
催
し
ま
す
。
行
田
市
の
未
来

の
た
め
に
、
議
会
で
質
問
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
市
長
お
よ
び
市
職
員
が
議
場
で
答
え
ま

す
。

▼
日
時　

12
月
19
日
㈯
午
前
9
時
30
分
開
会 

▼
対
象　

市
内
中
学
校
１
年
生
・
２
年
生 

▼
募
集
人
数　

15
人
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は

　

抽
選
）

▼
申
し
込
み　

所
定
の
用
紙
に
「
あ
な
た
が
議

会
で
質
問
し
た
い
こ
と
」
を
記
入
の
う
え
、
参

加
申
込
書
と
と
も
に
11
月
16
日
㈪
ま
で
に
学
校

教
育
課
（
〒
３
６
１
―
０
０
５
２　

行
田
市
本

丸
２
―
20
）
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
※
所
定
の
用
紙
お
よ
び
参
加
申
込
書
は

同
課
お
よ
び
各
市
立
中
学
校
に
あ
り
ま
す　

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
☎
５
５
６
―
８
３
１
６

既
に
公
共
下
水
道
が
使
え
る
区
域
に
お
住
ま

い
の
方
で
、
ま
だ
公
共
下
水
道
へ
接
続
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、
一
日
も
早
く
接
続
を
お
願
い
し

ま
す
。
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
は
、
公
共
下
水

道
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
日
か
ら
、
浄
化
槽
利

用
者
は
遅
滞
な
く
、
く
み
取
り
ト
イ
レ
利
用
者

は
３
年
以
内
と
下
水
道
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
排
水
設
備
指
定
工
事

店
へ工

事
は
、
必
ず
「
行
田
市
排
水
設
備
指
定
工

事
店
」
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
ら
か
じ
め

見
積
り
や
内
容
を
確
認
し
た
う
え
で
契
約
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
工
事
費
の
貸
付
金
制
度
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課
普
及
促
進
担
当
☎

　

５
６
４
―
０
３
０
３

終
戦
か
ら
64
年
と
い
う
年
数
が
経
過
し
、
戦

争
に
よ
る
悲
惨
な
体
験
の
傷
跡
は
癒
え
て
い
く

一
方
で
、
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
が
進
み
、「
後

世
に
伝
え
る
べ
き
記
憶
の
風
化
」
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
も
世
界
中
で
戦
争
が
絶

え
る
こ
と
は
な
く
、
新
た
な
傷
を
生
み
続
け
て

い
ま
す
。

戦
争
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
た
め
に
は
、
先

の
戦
争
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
平
和
の
尊
さ
を

後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ

で
、
市
で
は
自
ら
の
戦
争
体
験
を
後
世
に
語
り

継
い
で
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。
ご
協

力
い
た
だ
け
る
方
は
生
活
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
市
民
生
活
担
当
（
内
線

　

２
５
１
）

子
ど
も
議
会
の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す

公
共
下
水
道
に
接
続
し
ま

し
ょ
う

戦
争
体
験
を
語
っ
て
く
だ
さ

る
方
を
募
集
し
ま
す

市
で
は
現
在
、
土
地
の
現
況
調
査
や

新
築
・
増
築
を
対
象
に
し
た
家
屋
調
査

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
に
は
、

市
職
員
が
２
人
１
組
で
伺
い
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
職
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
の
で
、
不
審
に
思
う
場
合

は
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

年
内
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

に
は
、「
家
屋
取
り
壊
し
届
」
を
税
務

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
登

記
し
て
あ
る
建
物
に
つ
い
て
は
、
滅
失

登
記
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
行
わ
れ
ず
税

務
課
で
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
引

き
続
き
課
税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
家
屋
取
り
壊
し
届
」
の
用

紙
は
、
税
務
課
に
あ
り
ま
す
の
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
資
産
税
担
当 

　
（
内
線
２
３
３
・
２
３
４
）

固
定
資
産
税
に
係
る
土
地
家
屋

実
地
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら
届
け

出
を

自然環境の保全の重要性を次世代に伝えるため、昨年
に引き続き親子による植樹祭を行います。

当日は、宮脇昭さん（横浜国立大学名誉教授）の指導
のもと、3,000 本余りの苗木を植樹しますので、ぜひ
ご参加ください。
▶日　　時　11 月 29 日 ( 日 )
　　　　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分ごろ
▶場　　所　総合体育館西側遊水池周辺
▶募集人員　２００組４００人程度
　　　　　　（先着順、親子以外の参加も可）
▶参 加 費　無料
▶申し込み・問い合わせ　11月20日(金)までに、氏名、

年齢、学校名または園名、学年、連絡先、住所を明記
のうえ、電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法で、
行田市森づくり環境再生実行委員会事務局（まちづく
り推進課内・内線３５１）、ＦＡＸ５５３―４５４４、
Ｅメール machi@city.gyoda.lg.jp

ご参加ください

税
務
課
か
ら
のお

知
ら
せ

第２回 いのちを守る
森づくり親子植樹祭


